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組織グループ

１　職　　制

　職制（知事部局）の改廃

　職員の職の設置に関する規則（令和６年４月１日施行、令和６年12月20日施行及び令和７年１月１日施行）に基づく職制の改廃は、次のとおりである。

（１）廃止
①本庁

	部 局 等
	室 ・ 課
	職
	備考

	万博推進局
	総務企画部
	部長
	

	
	総務企画部　総務課
	課長
	

	
	総務企画部　企画課
	課長
	

	
	総務企画部　儀典課
	課長
	

	総務部
	人事局
	局長
	

	
	人事局　企画厚生課
	課長
	

	
	人事局　人事課
	課長
	

	
	人事局　総務サービス課
	課長
	

	スマートシティ戦略部
	行政DX企画課
	課長
	

	
	行政DX推進課
	課長
	

	健康医療部
	
	感染症対策監
	

	
	保健医療室　感染症対策企画課
	課長
	

	
	保健医療室　感染症対策支援課
	課長
	

	大阪港湾局
	泉州港湾・海岸部　総務運営課
	課長
	

	
	泉州港湾・海岸部　事業推進課
	課長
	

	
	泉州港湾・海岸部　堺泉北建設管理課
	課長
	

	
	泉州港湾・海岸部　阪南建設管理課
	課長
	


②出先機関
	部局等
	機　　関
	職
	備考

	福祉部
	池田子ども家庭センター
	所長、次長、課長
	

	都市整備部
	安威川ダム建設事務所
	所長、次長、課長
	


（２）新設
①本庁

	部 局 等
	室 ・ 課
	職
	備考

	
	
	儀典長
	※２

	政策企画部
	大阪儀典室
	室長、課長
	※１

	万博推進局
	
	儀典監
	※１

	
	総務部
	部長
	

	
	総務部　総務課
	課長
	

	
	企画部
	部長
	

	
	企画部　企画課
	課長
	

	
	企画部　儀典課
	課長
	

	総務部
	
	職員長
	

	
	企画厚生課
	課長
	

	
	人事課
	課長
	

	
	総務サービス課
	課長
	

	財務部
	行政DX企画課
	課長
	

	
	行政DX推進課
	課長
	

	健康医療部
	保健医療室　感染症対策課
	課長
	

	大阪港湾局
	泉州港湾・海岸部　総務振興課
	課長
	

	
	泉州港湾・海岸部　施設管理運営課
	課長
	

	
	泉州港湾・海岸部　事業企画・防災課
	課長
	

	
	泉州港湾・海岸部　建設・施設保全課
	課長
	


　
②出先機関
	部局等
	機　　関
	職
	備考

	福祉部
	箕面子ども家庭センター
	所長、次長、課長
	

	都市整備部
	モノレール建設事務所
	次長
	


※１　令和６年12月20日施行
　※２　令和７年１月１日施行
２　条例定数
　(1) 令和６年度の条例定数（知事部局）
令和６年度当初において、知事部局における条例定数は、次のとおりとなっている。
	
	令和　６　年　度

	知事部局　　 　一般会計
　　　　　　　　　　　特別会計
　　　　　　タウン推進課
中央卸売市場
　　　　　　下水道室
	7,250
295
3

 20
310

	
	7,878


　
　(2) 令和６年度の職員数（知事部局）の増減

	令和６年度の職員数については、全体で42人の削減を行った。
部局毎の増減数については、次のとおりである。

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　
	部　局　名
	　
	５年度
	６年度
	増減数
	
	

	
	　
	政策企画部
	　
	239
	222
	△ 17
	
	

	
	　
	総務部
	　
	403
	407
	4
	
	

	
	　
	財務部
	　
	1,013
	1,040
	27
	
	

	
	　
	スマートシティ戦略部
	　
	94
	62
	△ 32
	
	

	
	　
	府民文化部
	　
	276
	274
	△ 2
	
	

	
	　
	IR推進局
	　
	39
	40
	1
	
	

	
	　
	福祉部
	　
	1,188
	1,237
	49
	
	

	
	　
	健康医療部
	　
	1,074
	989
	△ 85
	
	

	
	　
	商工労働部
	　
	491
	487
	△ 4
	
	

	
	　
	環境農林水産部
	　
	635
	646
	11
	
	

	
	　
	都市整備部
	　
	1,528
	1,545
	17
	
	

	
	　
	大阪都市計画局
	　
	118
	117
	△ 1
	
	

	
	　
	会計局
	　
	36
	35
	△ 1
	
	

	
	　
	一般会計
	　
	7,134
	7,101
	△ 33
	
	

	
	　
	港湾局[特別会計]
	　
	0
	0
	0
	
	

	
	　
	国民健康保険
	　
	10
	10
	0
	
	

	
	　
	箕面整備事務所
	　
	3
	0
	△ 3
	
	

	
	　
	府営住宅
	　
	151
	145
	△ 6
	
	

	
	　
	日本万国博覧会記念公園事務所
	29
	29
	0
	
	

	
	　
	特別会計
	　
	193
	184
	△ 9
	
	

	
	　
	流域下水
	　
	289
	289
	0
	
	

	
	　
	タウン管理課
	　
	3
	3
	0
	
	

	
	　
	中央卸売市場
	　
	12
	12
	0
	
	

	
	　
	企業会計
	　
	304
	304
	0
	
	

	
	　
	知事部局　　合計
	　
	7,631
	7,589
	△ 42
	
	


人事グループ
[image: image1.emf]１　交流人事

２　年度内における人事異動状況

　（１）　新規採用者数　　（※下段は、再任用者数で外数）

ア　職　階　別

イ　所　属　別

ウ　職　種　別

1 1



1



1 2



5 1



77 2



8 1



1 3



1 6 10 2



16 10



3 3 275 7 6 55 22 9 4

電

話

交

換

調

理

師

一

般

行

政

電

気

機

械

土

木

建

築

農

学

農

業

工

学

林

学

水

産

32 0 0 0 6 12

111 39 18 52 136

7 8 2 7 0 1

0 9 0 18 71 4 13

商工労働部

環境農林水産部

都市整備部

副首都推進局

政策企画部 万博推進局

総務部 財務部

スマートシティ戦略部

府民文化部

福祉部

健康医療部



4



4



4 3



268 256

35 14



34 33

1



2 1



5



事務 技術 事務 技術 事務 技術 技術 事務 技術 事務 技術 技術 事務 技術

部長級 次長級 課長級 総括研究員級 課長補佐級 主査級 主任研究員級 主事・技師級

　   　大阪府と大阪市との間で、第６０回府市人事交流を行なった。

　　　（府市部長級・次長級・課長級・課長補佐級・主査級・主事級：令和6年4月1日）
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　　[image: image3.emf]（２）退職者数　　（※下段は、再任用者数【再任用任期満了等】で外数）

ア　職階別

※再任用退職者のうち３名は年度途中退職。

（注）　（　　　　　）内は死亡者数で内数。

イ　所属別

※再任用退職者のうち３名は年度途中退職。

（注）　（　　　　　）内は死亡者数で内数。
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[image: image5.emf]（３）配置転換数

　ア　異動概要

部長級 次長級 課長級 総括研究員級 課長補佐級

定期人事異動 2,678 29 68 272 0 501

(474) (12) (33) (88) (0) (125)

（注）他任命を含む（但し、警察を除く）。　（　）内は昇任数。

　　　副市町村長派遣、及び、特定法人の業務に従事させるため、公益的法人等への一般職の

異動の主旨 異動数

職　　　　　　階　　　　　　別


[image: image6.emf]主査級 主任研究員級 その他

838 0 970

(216) (0) (0)

内　　　　　　訳

摘　　要

地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定に基づく退職派遣を含む。


[image: image7.emf]（注）市町村には、副市町村長派遣・くすのき広域連合派遣を含む。

※１

※２

（注）他部局は高校、警察を除く。（　　　）内は医師・歯科医師で外数。〔　　　〕内は教員系の一般行政で外数。

　　　　年齢区分欄及び職階区分については、当該年度の１月１日～３月３１日に退職した者。

イ　派遣の状況



(1) (1)



(2) (うち、環農水総研派遣)



　　　　　　　　　　職

階



部長級 次長級 課長級 総括研究員級 課長補佐級 主査級

技術 事務 事務 技術 事務 技術 事務 技術 技術 事務 技術

市　　　　町　　　　村



1 2 2



2 9



7

関西広域連合（自治法派遣） 1



1



1



水道企業団（自治法派遣）



府立病院機構（派遣法派遣） 1



1



2



1



公 益 的 法 人 2 3 6 1 10 14



16 18 24 17

(うち、公立大学派遣) (1)



(1)



(うち、産技研派遣)



(うち、健安研派遣)



(1)



(1)



特　定　法　人(※１)



1



3



3



2 2

小　　　　　計 4 4 8 2 14 19



23 27 26 26

特　定　法　人(※２)



1 2 1



1 3 1

9 4 15

3

令和6年度に特定法人の業務に従事させるため、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(以下｢

法｣)第10条第1項の規定に基づき、退職派遣発令を行った職員数。

(令和6年3月31日付発令含む)

19



24 30 27 29 計 4 4

令和7年4月1日より業務に従事させるため、法第10条第1項の規定に基づき、令和7年3月31日付で退職派遣発令を行っ

た職員数。

３　病気休職の状況（令和６年４月１日現在）

　　　　　　　　　所属別



　　疾患事由別

総務部 財務部 府民文化部 福祉部 健康医療部



政策企画部



内科的疾患 1 3 1



3

外科的疾患 10 12 7 21 13

精神疾患



2 1 2 4

計 11 23 20 17 9

４　特別退職措置の実施状況

　　　　　年齢別、職階別特別退職者数　※特別退職措置該当なし

　　　年齢

　　　　職階

部局

対象者数 退職者数

５５～５９歳 ６０～６４歳 部長級

知事部局



(令和7年1月1日現在)

（令和6年度中）



次長級 課長級



他部局



計



年齢区分（年度末年齢） 職



8



8
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1

28
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14 8 39

主任研究員級

154

主事・技師級 研究員級 課長補佐級



主査級 総括研究員級



階　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

退職率

（％）



万博推進局



1



1

会計局



1



1


５　人材育成に関すること
（1） 職員研修
本府職員に対し、公務員精神の涵養と職務遂行能力の向上を図り、府政の適正かつ効率的な運営に資することを目的として、センター研修を実施するとともに、部局等研修、職場研修、自主研修の促進のための支援を行った。

【基本体系】



1 センター研修の実施
ア　階層別研修
　・各階層に応じて求められる基本的な知識や能力の習得
　イ　キャリア形成支援研修
・キャリア全体を見据えた職員の育成と業務に必要となる個別のスキル向上
2 部局等研修･職場研修の支援
ア　部局等研修･職場研修実施への支援
・部局等研修･職場研修の推進者及び担当者等に対する情報の提供と研修の実施
　イ　部局等研修･職場研修の環境整備
・研修室、研修機材、教材等の貸出
　ウ　部局等研修･職場研修の充実・強化
　　・研修計画・企画立案・実施（講師派遣）などに対する支援
　エ　研修に関する情報の提供
・研修インフォメーション･･･不定期配信
・庁内ウェブページ「職員研修情報」の掲載

3 自主研修の支援
自主研修を促進するため、職員の自主的な学習活動を支援した。
　ア　大学院修学支援
　　　職員の自発的な能力開発及び職務能力の向上を図るとともに、府政の業務遂行上の諸課題について専門的な研究を行い高度な専門知識と技能を有する職員を育成し、府政の適正かつ効率的な運営に資することを目的として、勤務時間以外の時間に大学院の課程に入学しその課程を修了することを支援
　　・令和６年度  令和６年　４月大学院入学者０名
令和５年　４月大学院入学者１名
令和４年　４月大学院入学者０名
　　　　　　　　　
イ　自主学習グループ
　　　自主学習グループに対する研修室の時間外開放及び研修教材等の貸出
　　・令和６年度活動グループ数　１グループ
　ウ　長期自主研修支援制度
　　　職員が職務に関連して自らの資質の向上を図る目的で、大学・大学院等の研究機関で自主的に行う長期の調査研究又は指導を支援
　　　（「職員の分限に関する条例」第５条第１号に基づく休職扱い）
・令和６年度適用人数　０名
エ　短期自主研修制度
　　　職員が職務に密接に関連する課題について国内又は国外で自主的に行う短期の調査研究を支援
（「職務に専念する義務の特例に関する規則」第２条第１２号に基づく職務専念義務免除）
　　・令和６年度適用人数　０名
　オ　自主研修受講支援制度
　　　職員が自主的に研修を受講し公務に関する能力の向上を図ることを支援
　　・自治大学校研修
　　　令和６年度適用人数　２名
　カ　大学等講座受講支援制度
　　　職員が大学や大学院が開設する講座を受講し、府の成長分野に関する専門的な知識や能力の向上を図ることを支援
　　・令和６年度受講者　１６名
キ　研修資料コーナー
　　　行政、法律、経済や能力開発等職務に必要な分野の図書資料等を整備
（2） インターンシップ　
大学生等に自らの専攻や将来の進路と関連した就業体験を行わせるため、学生の夏休み期間を利用して、学生を受け入れた。
　　　・令和６年度受入れ人数　大学生等146名
６　人事評価制度
職員の資質、能力及び勤務意欲の向上を図ることを目的として、職員の勤務実績並びに職務に関連して見られた職員の適性、能力等を記録し、これらを職員の指導指針とする「新人事評価制度」を平成１２年度に導入し、平成１３年度は「試行実施」という位置づけで実施。

　平成１４年度からは、評価結果を人材育成、人事制度、表彰制度に活用。

　また、平成１５年度から平成１７年度までは、評価結果を定数内特別昇給制度に活用するとともに、平成１８年度からは、翌年度の昇給及び勤勉手当の成績率に反映(平成２３年度からは勤勉手当を中心に反映)。

　平成２４年度の大阪府職員基本条例の制定を受け、同年度、相対評価による人事評価の試行実施を経て、平成２５年度からは、相対評価による人事評価制度を本格実施。
７　行政委員の任命及び選任
　[image: image9.emf]職       名 任命年月日 氏      名

教 育 長令 和 6 年 4 月 1 日 水 野 達 朗

令 和 6 年 4 月 1 日 中 井 孝 典

令 和 6 年 10 月 1 日 尾 崎 え り 子

令 和 6 年 10 月 1 日 森 口 久 子

令 和 6 年 4 月 1 日 松 永 尚 子

令 和 6 年 7 月 10 日 本 荘 武 宏

令 和 6 年 10 月 7 日 辻 内 宏 治

公 安 委 員 会 委 員

教 育 委 員 会 委 員


[image: image10.emf]根拠法令 備                  考

地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第４

条第１項による。

前教育長　橋本　正司 任期満了（R6.3.31）

地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第４

条第２項による。

再任

地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第４

条第２項による。

前教育委員会委員　岡部　美香 任期満了（R6.9.30）

地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第４

条第２項による。

再任

警察法第39条第１項によ

る。

前公安委員会委員　梅宮　典子　任期満了（R6.3.31）

警察法第39条第１項によ

る。

再任

警察法第39条第１項によ

る。

再任


考査・退職管理グループ
　職員の服務規律を確保し、厳正な綱紀を保持するため、服務考査を行い、職員の執務優良及び功績、善行等に対しては、積極的に表彰を行うとともに、非違行為の防止と早期発見に努めた。
　あわせて、職員が公務員としての信用を失墜することのないよう機会ある度に必要な指導を実施し、公務員倫理の高揚を図った。
　また、府政に対する信頼を確保することを目的として、職員の再就職等の適正な管理に取り組んだ。
１ 表  彰  等
	区　　分
	個　　人
	団　体
	備　　考

	優秀職員等表彰
	３人
	―
	

	活躍職員等表彰
	―
	４団体
	

	功績表彰
	１人
	―
	

	部局長等表彰
	５人
	58団体
	

	死亡職員感謝状
	６人
	―
	


２　服　務　考　査　
	調査内容
	調査対象機関
	実施日
	備　考

	服務考査
	本庁
	R6.12.12　～　R6.12.12
（1日、1ヶ所）
	

	
	出先機関
	R6.5.9　～　R7.2.26
（39日、42ヶ所）
	


３ 退職者の再就職に関すること
　退職者の再就職に関して、透明性や公平性を確保するために、「大阪府退職予定者人材バンク」を設置し、運用した。
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